
第１回経済建設常任委員会 概要報告

年 月 日 令和７年 1月 1４日 会場 第１委員会室 案件 委員会所管事項について

出 席 委 員 山崎 真由美 、 清水 一夫 、 東 千春 、 倉澤 宏 、 水間 健詞

委員外議員 川村 幸栄

欠 席 委 員

［報告事項］

令和 6年第 4回定例会議案第 4号「ピヤシリスキー場条例の一部改正について」及び議案第

25 号「名寄市水道事業給水条例の一部改正について」委員会付託議案を審議

（経済部）

前回の委員から質問を受けた、「公の施設の使用料に関する設定基準（Ｈ30.4 月）」の考え

方及びなよろ温泉サンピラー宿泊シミュレーションについて、次のとおり説明を受けた。

① なよろ温泉サンピラーの宿泊・温泉利用料金は、民間企業としての市場性があることか

ら、当初より対象外（適用除外施設）である。

② 宿泊シミュレーションについて、500 円増加の場合：5,408,500 円/年、750 円増加の場

合：8,112,750 円/年、1,000 円増加の場合：10,817,000 円/年、

※検証委員会アドバイザー、外部取締役等からアドバイスをいただきながら価格を決定

※料金見直しは、インターネット予約が半年毎の更新となるため R7.10 月以降となる見

込み

１Ｑ 条例改正は行財政改革の観点ではなく政策的部分での認識でよいか。

１Ａ 行財政改革とは切り離し上限の引上げということで対応した。理解いただきたい。

２Ｑ 振興公社指定管理料について伺う。

２Ａ 前年比で 70 万円ほどの減である。

３Ｑ 令和元年から投入してきた経営改善事業費の効果と値上げとの関連については。

３Ａ 経営改善の抜本的見直しも含め人的派遣など支援してきた。市の財政的な負担も

一定程度抑制したい。

４Ｑ 期別の宿泊料金設定の考え方は。

４Ａ 閑散期と通常繁忙期の差は設けた方が良い。弾力性のある経営でいかに空室をなくす

かアドバイザーからも意見をもらい研究していく。

③ 付託議案質疑を終了

表決：「原案のとおり可決」を全会一致で結審した。



（建設水道部）

議案第 25 号「名寄市水道事業給水条例の一部改正について」

前回の委員から質問を受けた、「13 ミリ・20 ミリ・25 ミリ」の年間使用件数及び端数処理

の 1円未満の収入増について次のとおり説明を受けた。

① 13 ミリは 3,383 件、20 ミリは 193 件、25 ミリは 53 件

② 1円未満の収入増について 63 万円/年、5年間で大体 300 万円ぐらいである。

１Ｑ 今回の基本水量を残す案は水道の普及促進か福祉的要素か。

１Ａ 一定程度自由に使っていただく福祉的な側面が出てきたと認識している。

２Ｑ 業務の効率化と経営の健全化の広域の可能性について伺う。

２Ａ ハード面、北海道は広いので難しい。ソフト面の共同購入と事務作業会計の共同など

を人件費・物件費の削減について士別市と協議したが、この先 5年間では難しい。

３Ｑ 耐震化（排水管・施設）について伺う。

３Ａ 1月末めどに国土交通省に耐震計画を提出する準備をしている。次回の委員会で話せ

る部分について報告する。

４Ｑ 子育て世帯と生活弱者対策について伺う。

４Ａ 一定水量は福祉的側面あり。一定程度配慮させている。

５Ｑ 激変緩和について伺う。

５Ａ 水道は受益者負担が原則。減額するとほかに転嫁しなければならない。公平性や受益

者負担の観点から難しい。

以上で令和 7年第 1回経済建設常任委員会を終了した。

報告者 経済建設常任委員会 副委員長 清水 一夫



第２回経済建設常任委員会 概要報告 

年 ⽉ 日 令和７年 1 月 27 日 会場 第１委員会室 案件 委員会所管事項について 

出 席 委 員  山崎 真由美 、 清水 一夫 、 東 千春 、 倉澤 宏 、 水間 健詞 

委員外議員 川村 幸栄 

欠 席 委 員   

 ［報告事項］ 

 令和 6 年第 4 回定例会議案第 25 号「名寄市水道事業給水条例の一部改正について」委員会

付託議案を審議 

 

（建設水道部） 

 議案第 25 号「名寄市水道事業給水条例の一部改正について」 

 １）前回の委員から質問を受けた施設等の耐震化について、次のとおり報告を受けた。 

   ① 現行の耐震基準を満たしていない施設はアセットマネジメントに合わせた施設規 

模の適性化、ダウンサイジング、統廃合を踏まえて、まずは必要な箇所の耐震化を 

進める耐震化診断を行う必要がある。 

   ② 新年度予算の中で反映されていない。耐震化診断等の費用は見込んでいない。 

   ③ 上下水道管について現状の機能を維持していく。 

   ④ 配水管路等について老朽管更新計画、下水道管路等はストックマネジメント計画 

に基づき老朽化した管路に合わせて耐震化を進め、急所施設の耐震化完了後、規模 

の大きい避難所等に接続する上下水道管路等の耐震化を実施することを目標に計 

画した。 

 

 １Ｑ 今回の料金改定で今後 5年間の見通しについて伺う。 

 １Ａ 5 年後見直しで料金を検討したい。 

    途中で計画等の立案があった場合、耐震化が見込めるかを考えたい。 

  

 ２Ｑ どのようなスケジュールで市民周知を行っていくのか。 

 ２Ａ 10 月改定までの間、広報・HP、3 月以降ポータルサイト等のメディアを使った広報。 

    市民説明会は選挙があるので回数希望を含め検討していきたい。 

 

 ３Ｑ 市民説明について伺う。 

 ３Ａ 出前トーク、説明はイラストなど丁寧に提示したい。 

 

 ４Ｑ なぜお金が足りなくなったのか、節水は今後どうしていくのか、その辺をどのように

説明していくのか。 



 ４Ａ 説明は、分かりやすいように説明していく。 

 

 ５Ｑ 節水の意識が高まると収入が減る。見直し計画について伺う。 

 ５Ａ 5 年たった段階で収入状況を審議会に伝える。大きく変わるようであれば当然市民に 

    説明したいと考えている。 

 

 ２）付託議案質疑を終結 

 

 ３） 表決：「原案のとおり可決」を全会一致で結審した。 

 

 

 

以上で令和 7年第 2回経済建設常任委員会を終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

報告者 経済建設常任委員会 副委員⻑ 清水 一夫 



第３回経済建設常任委員会 概要報告

年 月 日 令和７年２月１３日 会場 第１委員会室 案件 委員会所管事項について

出 席 委 員 山崎 真由美 、 清水 一夫 、 東 千春 、 倉澤 宏 、 水間 健詞

委員外議員

欠 席 委 員

［報告事項］

（経済部）

１）名寄市風連米乾燥調製施設条例の一部改正について

次のとおり報告を受けた。

ア 改正理由：近年の労務費、電気料金、燃料費等の高騰に伴う施設運営経費の増加

イ 改正内容

（ア）「半乾燥籾乾燥調製」1,012 円→1,144 円（玄米 60 ㎏）

（イ）「玄米調整（バラ受入）」550 円→616 円（玄米 60 ㎏）

ウ 改正料金（案）算出

過去 5年間の受入実績から今後の施設設備保守及び維持運営していく上での経費

エ 指定管理者の JA 道北なよろは、一部改正（案）等を農業者に説明し理解を得ている。

１Q 確認したい。施行年月日

１A 令和 7年 4月 1日

２）令和 6年度北海道ヒグマゾーニング管理推進モデル事業について

次のとおり説明を受けた。

ア 北海道（以下「道」という。）R6.12 「道ヒグマ管理計画」を改定

イ 道は名寄市をモデル市町村に認定

ウ ゾーニング管理とは

（ア）ヒグマを保護する「コア生息地」を設定

（イ）人間活動を優先する「防除地域・排除地域」を設定

（ウ）2つのゾーンの間に「緩衝帯」を設定する。

エ 関係団体と名寄市ゾーニングマップ検討会議を開催(R7.1.28)

オ 今後の予定

（ア）本年度中に名寄市ヒグマゾーニング計画を策定。新年度から活用を図る。

（イ）市民にも公開し情報共有を図り、「軋轢を未然に防ぐ」ための意識を醸成

３）令和 7年 第 1回定例会提出 名寄市一般会計補正予算（案）

次のとおり報告を受けた。



ア 事業名：地域づくり総合交付金事業

事業実施主体：上川ライスターミナル、JA 道北なよろ

イ 事業名：経営継承・発展等支援事業

事業実施主体：農業者

ウ 事業名：市有林管理事業費

エ 事業名：豊かな森づくり推進事業

オ 事業名：水利施設等保全高度化事業（ちえぶん地区）

カ 事業名：ピヤシリスキー場整備事業費

４）その他

次のとおり口頭で報告を受けた。

ア ピヤシリスキー場利用状況(R.1.30 現在)（中間報告）

R5 よりスマートゲート導入

（ア）オープン 12 月 12 日（昨シーズンより 9日早く。）

（イ）輸送人員：236,000 人（実人数：約 2,000 人増）

（ウ）リフト券売上：約 500 万円増

（エ）年末年始について

ａ 昨シーズンより約 1,000 人増（市外・インバウンド）

（ａ）市外：1,413 人→2,157 人

（ｂ）インバウンド：0人→24 人

ｂ ツリーラン申込み：112 人

イ 人材確保対策（名寄市雇用促進協議会）

名寄高校と連携事業

（ア）1年生約 250 人対象に、3月中旬に市内の企業紹介

（イ）3年生約 100 人（希望者）にメールアドレスを登録いただいた。

ａ 企業紹介・求人サイト

ｂ 適切な時期にメール

（建設水道部）

１）令和7年 第 1回定例会提出 建設水道部及び上下水道室 主な補正予算概要について

次のとおり報告を受けた。

ア 都市整備課

（ア）事業名：市道除雪・排雪対策事業費

（イ）事業名：6件道路改良舗装事業費、2件道路舗装改築事業費、１件橋梁長寿命化事

業費

（ウ）事業名：道路費補助金

イ 建築課

（ア）事業名：2件市営住宅建設事業費

（イ）事業名：住宅使用料

（ウ）事業名：住宅建設事業費補助金



（エ）事業名：道営住宅委託金

ウ 水道事業

（ア）収益的収入：他会計補助金

（イ）収益的支出：原水及び浄水費

（ウ）資本的収入：企業債

（エ）資本的支出：配水管整備費、施設整備費、量水器設備費

エ 下水道事業

（ア）収益的支出：管渠費、処理場費

（イ）資本的収入：企業債、国庫補助金

（ウ）資本的支出：公共下水道整備費、個別排水処理施設整備費

２）名寄市手数料徴収条例の一部改正について

次のとおり報告を受けた。

ア 省エネルギー基準への適合が義務化され、建築確認・検査の対象となる建物規模・範

囲などが拡縮されることから、審査に要する各項の手数料を改正する。

イ 改正手数料は、北海道建設部手数料条例に定める金額と同額

ウ 令和 7年 4月 1日から施行

３）名寄市水道事業給水条例の一部改正について

次のとおり報告を受けた。

ア 水道法施行令による布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件が改められたほ

か、国土交通大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整備が行われたことから、本条

例を一部改正する。

イ 改正内容：第 35 条「布設工事監督者の資格要件」及び第 36 条「水道技術管理者の資

格要件」

ウ 令和 7年 4月 1日から施行

４）令和 6年度 道路除排雪事業（1月 29 日集計）について

累積降雪量 321m（R5 年度 352m）・積雪深 48cm(R5 年度 73cm)と例年及び昨年度より雪は

少なく、しかしながら苦情要望件数 107 件（R5 年度 94 件(10%増)）であった。

次のとおり説明を受けた。

ア 除雪回数

（ア）名寄：郊外 19 日、市街 15 日

（イ）風連：郊外 30 日、市街 21 日

イ 排 雪

（ア）幹線道路

ａ 名寄地区

（ａ）1回：12 月 13 日～12 月 27 日

（ｂ）2回：1月 29 日～2月 18 日完了予定

ａ 風連地区

（ａ）1回：12 月 25 日、12 月 26 日



（ｂ）2回：1月 14 日、1月 16 日

（イ）生活道路

ａ 名寄地区

1回：1月 7日～1月 27 日

b 風連地区

1回：1月 16 日～1月 27 日

（ウ）排雪ダンプ助成事業及び除排雪担い手確保事業について（口頭で報告受けた。）

ａ 排雪ダンプ助成事業

（ａ）一般住宅：366 件 811 台

（ｂ）店舗併用住宅：14 件 66 台

（ｃ）町内会：3件 26 台

ｂ 除排雪担い手確保事業

（ａ）大型自動車免許申請：7件

（ｂ）大型特殊自動車免許申請：3件

（ｃ）車両系運転技能講習会受講：3件

５）ウォ―ターPPP 導入検討について

次のとおり説明を受けた。

ア ウォ―ターPPP とは

水道、下水道、工業用水道分野において、公共施設等運営事業に段階的に移行するた

めの官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式。

イ 新たな課題

ウォ―ターPPP を導入しなければ、汚水管の改築に係る国費支援を受けられなくな

る。

（令和 9年度以降に要件化）

ウ 検討スケジュール

（ア）令和 6年度：内部検討（課題等の整理・WPPP 導入の可能性を検討）

（イ）令和 7年度：導入可能性調査（詳細検討・マーケットサウンディング）

（ウ）令和 8年度：委員会等（上下水道事業経営審議会へ諮問→答申・常任委員会へ報告）

１Q 業者に委託してもらう、具体的なイメージを伺う。

１A 下水処理場は、全国で 9割以上が民間委託。本市では名寄は直営、風連は民間委託。

課題は技術者不足。民間委託すると費用がかかるという結論になる可能性もある。体

制については具体的にどうするか検討段階である。

以上で令和 7年第 3回経済建設常任委員会を終了した。

報告者 経済建設常任委員会 副委員長 清水 一夫


